
夫・妻
任意（届出期間はあ

りません。）

任意（届出期間はあ

りません。）

・婚姻届書・夫または妻の本籍地

・夫または妻の所在地

・届出人の所在地

筆頭者と配偶者

（どちらかしか

いない場合は一

方のみで可）

任意（届出期間はあ

りません。）

・死亡届書

・戸籍全部事項証明書（戸

籍謄本）※双葉町内での転

籍の場合は不要

・届出人の所在地

・死亡地

・死亡した方の本籍地

・届出人の所在地

・夫または妻の本籍地

・夫または妻の所在地夫・妻

申立人
裁判が確定した日か

ら１０日以内

・離婚届書

・離婚届書

・出生届書

・母子健康手帳

届出人 届出期間 届出先 届出に必要なもの

・出生地

・本籍地父・母
生まれた日を含む

１４日以内

・夫または妻の本籍地

・夫または妻の所在地

・新本籍地

・現本籍地

親族、同居人、

死亡した建物・

土地の管理者、

所有者など

死亡した日または、

死亡の事実を知った

日から７日以内

婚姻届

届出名

離婚届

死亡届

転籍届

出生届

協議

裁判

・確定証明書（審判・判決

の場合）

・調停調書、和解調書、認

諾調書、審判書、判決書の

いずれかの謄本

・戸籍全部事項証明書（戸

籍謄本）※双葉町に本籍が

ない方

・戸籍全部事項証明書（戸

籍謄本）※双葉町に本籍が

ない方

・戸籍全部事項証明書（戸

籍謄本）※双葉町に本籍が

ない方


